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森林研究・整備機構は、森林・林業・木材産業に係わる研究と、森林の整備や保険を通

じて、豊かで多様な森林の恵みを生かした循環型社会の形成に努め、人類の持続可能な発

展に貢献することをミッションとしています。このミッションを具体化していく中で、環

境に配慮すべき「環境配慮基本方針」を以下のとおり定めました。 

全ての役職員がこの基本方針を共有し、地球環境保全と持続可能な循環型社会の形成が

重要課題であることを強く認識し、あらゆる事業活動において環境への配慮を常に心がけ

て行動することとします。 

また、この基本方針に沿った具体的な目標や取組を別に「環境目標及び実施計画」とし

て定め、継続的に環境に配慮した取組を進めることとします。 

 

基本方針 

１．事業成果としての環境面からの社会への貢献 

循環型で持続可能な発展、健康で安全な社会、地球環境の保全等の SDGsの達成に 

資する研究開発、森林整備、森林保険等の事業成果としての環境保全効果を向上させ

る。特に、森林による二酸化炭素吸収量の増強、生物多様性の維持・保全、森林減

少・劣化の抑制、森林の回復や持続可能な利用等、業務の遂行を通じて環境面から社

会へ貢献していく。 

 

２．温室効果ガスの排出削減等 

２０５０年カーボンニュートラルの実現に資するため別途定める「国立研究開発法

人森林研究・整備機構がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため

実行すべき措置について定める実施計画」に基づき実施する。 

 

３．環境汚染等の防止 

環境関連の法令の遵守と内部規程による自主管理を徹底し、より一層の環境保全に

努める。特に化学物質等の適正管理を徹底し、研究・事業活動に伴う健康や環境への

影響に十分な配慮を行うとともに、緊急時においては迅速かつ適切に対処し、被害拡

大の防止に努める。 

 

４．廃棄物の３Ｒ＋Renewableの推進 

  廃棄物の３Ｒ（発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle））＋ 

Renewable(バイオマス化・再生材利用等)の徹底に努める。 

 
  
５．木材利用の促進 

   二酸化炭素の固定・貯蔵の促進等地球温暖化防止や循環型社会の形成はもとより、

林業の成長産業化等にも資する観点から、木材の有効利用の促進に努める。 

 

６．日常活動における環境配慮 

全ての役職員の環境配慮に関する意識の向上を図り、業務遂行時はもちろんのこ

と、日常活動においても常に環境配慮に努める。 



７．社会とのコミュニケーション 

環境報告書の公表、情報公開等により、社会と広く双方向のコミュニケーションを

図り、環境に関する情報開示に努める。 


